
「（仮称）公民協働による公共サービスの提供に関する基本方針」（素案） 

に対する市民意見の概要と市の考え方 

 

１．集計結果等 

 

(１) 提出方法別提出人数と意見の件数 

提出方法 提出人数（人） 意見件数（件） 

電子メール １ ２２

直接持参 ０ ０

郵 便 ０ ０

合 計 １ ２２

 

 

(２) 意見募集期間 

平成19年2月26日～3月23日  

 

 

２．意見の概要と市の考え方 

 
頁 項目 主な意見の要約 市の考え方 

１ 第１章 公共サービスを

取り巻く状況 

１ 

・「企業」と「市民」を別に定義することについて 

「市民参画と協働のまちづくり基本条例」では「市民」

の定義に自然人と法人が存在しており、「企業」と「市

民」は共にまちづくりの担い手であるとしている。しかし

本方針では、わざわざ別の存在としているが、この違い

は何か。「市民参画と協働のまちづくり基本条例」策定

の際の意見提出において、「市民」の定義は自然人と法

人は別にすべきとの意見に対して、その必要はないとし

ておきながら、本方針において別の役割を持たせるので

あれば、条例制定時から別で定義しても良かったのでは

ないか。 

「市民参画と協働のまちづくり基本条例」における「ま

ちづくりの担い手」という点からは、「企業」と「市民」の役

割について区別する必要はないと考えたところですが、

本指針は、条例の趣旨を踏まえながら、より具体的な内

容を定めるものであることから、「公共サービスの提供」

に関しては、協働できる範囲や能力及び活動目的にお

いて、「企業」と「市民」では異なる部分が多くなることか

ら、別に定義しました。 



２ ・「私的サービス」と「公的サービス」について 

内容が抽象的で具体的イメージが一般市民には伝わ

らないのではないか。また「主体」となるということの意味

も明確にする必要があると考える。「市民、企業が主体

となって提供するサービス」とは、「行政が主体となって

提供するサービス」とは、具体的にどのようなものをさし

ているのか明確にしていただいた方が、より理解しやす

いのではないかと考える。 

「私的サービス」「公的サービス」といった言葉は、一

般的に使う言葉ではなく、市民にとってわかりにくい部分

かもしれませんが、公民協働により進めるべきサービス

の範囲を概念的に整理しておく必要があることから、サ

ービスについて、２種類に分類したものです。 

また、「主体」となるについては、「自ら提供する、行動

する」という意味で使用しており、広く一般的な用法であ

ると考えています。「市民、企業が主体となって提供する

サービス」「行政が主体となって提供するサービス」の具

体的な例示については、主なものを例示したいと考えま

す。 

３ ・「公的サービス」と「公共サービス」について 

「公的サービス」の中で「行政が主体となって提供する

サービス」のことを「公共サービス」として表現しているの

か。「公共サービス」とは「公的サービス」の中に含まれ

る存在であり、「新しい公共の創造」とは、「公的サービ

ス」の中の「市民、企業が主体となって提供するサービ

ス」と「行政が主体となって提供するサービス」の配分を

変更することをさしているのか、もう少し明確にしていた

だいた方が、より理解しやすいのではないかと考える。 

「公共サービス」とは「公的サービス」のうち、現に「行

政が主体となって提供しているもしくは、今後提供する

必要があるサービス」であり、意見のとおり、より理解し

やすい表現を検討したいと考えます。 

４ ・「公共サービス」の対象について 

「今後行政が行う必要があるサービス」とあるが、これ

は誰がどのような基準により「行政が行う必要がある」と

判断したものなのか。「行政がすでに行っているサービ

ス」については理解できるが、「今後行政が行う必要が

あるサービス」に何が含まれるかが明らかになっていな

いように感じる。これらを判断する主体や基準及びプロ

セスを明確にした方がよいと考える。 

ご意見にあります行政関与の必要性や考え方は平成

１２年度策定の「行政関与の必要性と基準」により判断

を行っているところです。ここでの「今後行政が行う必要

があるサービス」という記載は、将来的な方向性や可能

性についての一般的な表記であり、この箇所における主

体や基準及びプロセス等の記載は本方針の性格上不

要であると考えます。 

 

２ 第２章 めざすべき公共

サービスのあり方 

５ ・「公共」という表現について 

「公共サービス」と表現していないことから同義語では

ないと思われるが、何をもって「公共」と表現するのか定

義を明らかにする必要があると考える。 

「公共」の定義は、一概に定義化することは困難であ

るとともに、この箇所は、その定義を明らかにするため

の項目ではなく、公共サービスが対象としている範囲

は、行政のみが担うべきものではなく、市民・企業・行政

が協働して担うことが重要であるということを記載してい

ます。 



  ６ ・市民は「提供」に努め、企業は（適正・効果的な）「実

施」に努め、行政は「責任」があるとなっていることにつ

いて 

「提供」「実施」「責任」の関係がわかりにくい。企業

は、公共サービスのために技術やノウハウを適正・効果

的に「実施」はする（努める）が、公共サービスの「提供」

は行わないということか。また、市民は、個人または団

体が持っている技術やノウハウを適正・効果的な「実施」

に努める必要はないということか。行政も「責任」さえお

えば、「提供」や「実施」に努めることは不要となるのか。

どのような理由にもとづき「提供」「実施」「責任」という役

割分担となるのかが不明確であり、単純にこのように分

担できるものでもないと考える。 

あくまでも今後八尾市がめざす「協働の考え方に基づ

き公共サービスの提供が実施されている姿」において、

公共サービスを提供する主体としての市民・企業・行政

の役割について、基本的な考え方を示しているものであ

ります。ご意見のように断定するものではありませんが、

特に企業においては、「その技術力、情報、ノウハウな

ど」を特徴的なものとして、表現をしています。 

７ ・「適切な役割分担」について 

誰がどのような基準において判断を行うのか。何をも

って「適切」といえるのか不明確である。 

 

 本基本方針の役割分担の考え方にそって、個々の公

共サービスごとに協働の相手方を決定していきますが、

相手方の選定の過程や相手方と交わす契約書・仕様書

等の中で、公民協働における目的、成果、そして役割分

担についての本市の考え方を示していくことを予定して

おり、そういった過程の中で、「適切な」役割分担を見出

していくべきものと考えています。 

３ 第３章 公民協働の基本

的な考え方 

 

１．公民協働による公共

サービス提供の目的 

８ ・「（5）企業の事業機会の創出と地域経済の活性化」に

ついて 

「地域経済の活性化」のため「本市の行ってきた事業

を企業に委ねることにより（略）新たな事業機会を創出」

とあるが、この場合の企業とは市内企業に限定をすると

いうことか。また、本来の公民協働における地域経済の

活性化とは、地域課題の克服や潜在的ニーズの掘り起

しの中から地域密着型の事業の展開などにより行なわ

れるものであり、官業開放に頼る地域経済の活発化は

次元の違う話ではないのか。 

行政が行なってきたことを企業に委ねることだけで単

純に地域経済の活性化につながるとは言えないのでは

ないか。既に八尾市において外部委託等をしているもの

も地域（市内）の企業ばかりが受託者ではないはずであ

る。 

 公民協働により公共サービスを提供することで実現す

べき目的として掲げており、行政が独占している分野を

民間企業へ開放することにより、事業機会の増大につな

げ、地域経済の活性化を図るというものであります。ご

意見のように協働の相手としての企業は、必ずしも市内

企業だけではありませんが、市外の企業であっても地域

の雇用が発生したり、サービスに必要な資源を調達した

りするなど、地域の活性化につながるものが想定できま

す。また、企業全体での受注機会の増大が市内企業の

受注機会の増大につながり、受注率も高まるものと考え

ています。 



４ ３．公民協働による公共

サービスを提供してい

くための要件 

(３) サービスの品質管理

（モニタリング）を実施

すること 

９ ・サービスの品質管理（モニタリング）の実施について 

「チェック体制の構築について検討」とあるが、公共サ

ービスの品質の検証を行うことが非常に困難であること

から慎重な検討が求められる。 

「サービスの品質管理の実施」は言葉では簡単にでき

るように聞こえるが、実際に行なうとなると非常に困難で

ある。このことは、建築確認検査の民間開放などによっ

て明らかになっている。指導監督する側にスキルがない

場合、「質」の部分をきちんと見分けることは極めて困難

であり、形式的なチェックにならざるを得ない。これは、

スキルをもたない組織及び個人が品質管理を行なう場

合、一般的にサービスの「量」など計測可能な範囲にと

どまることが多く、実質的な「質」の部分の指導監督が不

可能であるからである。従来、行政自らが業務を担当す

ることで指導監督できるだけのスキルを組織及び個人

の中に蓄積してきていたが、行政側で業務を行なわなく

なったとき、これらのスキルは業務とともに組織から消

滅していくこととなる。これらの実態は、建築確認検査の

民間開放によって、組織的スキルの喪失がすすんでい

る状況を調査いただければ確認できるはずである（大阪

府内では民間開放後、確認検査業務の９割以上が民間

機関に流失し、実際に確認検査業務を経験する機会が

減少したことにより、従来、維持・発展してきた組織的ス

キルの保持が困難となっている。また、現在の民間機関

に対する指導監督は形式的なものにしかなっておらず、

具体的な業務の「質」の部分での指導監督は行えてい

ないのが現実である）。公共サービスの品質管理とは論

理的に全く無理とは言えないにしても現実的に実効ある

管理を行なう為には相当な仕組みや準備がないことに

は実現し得ないことを十分に承知したうえで、慎重に検

討することが必要と考える。 

 

 

 

 

 

 サービスの品質管理について、今後、経験とノウハウ

を蓄積していくことが重要であり、そのために何が必要

なのかを体制なども含めて検討していくこととなります。

ご意見のとおり、外部委託等において、留意すべき重要

な点であり、「質」の確保を伴ったモニタリング手法等に

ついて、今後とも慎重に検討していきたいと考えていま

す。 



４．公民協働による公共

サービスを提供してい

く際の留意事項 

(２) 個人情報保護に配

慮すること 

10 ・個人情報の保護について 

「理解を求めていく」だけでなく、行政と同様の取り扱

いの「履行」を求めるべきではないか。個人情報の取り

扱いについては、委託先企業からの情報流失などが問

題となっているところであり、情報流失等は絶対に防ぐ

べき事項であるので、行政と同等ではなくそれ以上に厳

しく取り扱いがなされるようにすべきと考える。 

 

履行を求めるためには、条例による罰則や契約時に

おいて記載するといった規制面だけでなく、十分その趣

旨を理解いただくことが必要であると考えたものでありま

す。 また、協働という考え方においても一方的に押し付

けるのではなく、行政としての考え方をしっかりと持ちな

がら、協働の相手方と相互に理解を深めながら進めて

いくことが必要であることからもこのような表現としてい

ます。 

（３） 法令遵守の徹底 11 ・地域社会のあるべき姿について 

「地域社会のあるべき姿を見据えた中で」とあるが、こ

れは誰がいつ、どのような形で見据えるのか。どのよう

なプロセス、手法により「あるべき姿」の内容を確定する

のか明らかにすべきと考える。 

 

「地域社会のあるべき姿」は、市民や企業などの意見

を十分に参考にしながら、行政が主体となって明確にし

ていくべきであると考えます。また、行政における各事業

は、八尾市総合計画における「将来都市像」実現のため

に実施されており、各法律のめざす理念や制定趣旨に

反することなく、地域における公共の福祉が実現される

よう留意事項として記載しています。 

５ 

（４） 福祉の視点からの

点検 

12 ・福祉の視点からの点検について 

「点検」について、基準が必要ではないか。「点検」を

するからには基準が必要であり、その内容を明らかにす

べきと考える。 

募集要項において要件とすることや契約書等におい

て明示するなどにより、提供されるサービスが要求する

水準どおりのものとなっているか等を点検します。さら

に、具体的な点検の仕組みについては、基本方針に基

づき、別途、明らかにしていくこととしています。 

５．市民と行政による公

共サービスの提供につ

いて 

13 ・市民と行政による公共サービスの提供について 

「市民と行政による」に何故「企業」は含まれないの

か。公共サービスは、市民と行政のみが行ない、企業は

その対象ではないということか。また担い手育成や活動

場所の提供に企業が支援を行なうことも「新しい公共」

のめざす姿ではないのか。 

 

企業についても社会的な貢献は可能であり、新しい公

共を担う担い手であることは認識しておりますが、ここで

は、今後、推進していくべき「市民と行政との協働」につ

いて、特に項目を設けて、その考え方を明らかにしてい

るものです。これは、企業については、従来から「外部委

託のガイドライン」などで一定のルールがありますが、公

共サービスの担い手が市民や地域の団体となった際の

明確なルール化がされていないため、ここで項目を設け

ています。 

６ 

（１） 公民協働の枠組み

整備 

14 ・責任主体となりうる組織体制、能力等の審査について 

どのような基準か。具体的にどのような組織体制、能

力をさしているのか。また、この場合の能力とは保証能

力も含んでいるのか。 

 公共サービスの安定的な供給については、市の責務

であり、何よりも優先的に確保しなければならないことで

あります。市民や市民組織が受託者として、その責任が

担うことができる組織体制や安定した質の高いサービス

の供給が担保できる能力等を持っているかという審査を

行うということです。 

 



６．公共施設に関する公

民協働の推進 

（１） 公共施設の整備に

ついて 

15 ・文言修正 

 「本市の公共施設は、３０年程度経過した施設が多く」 

を「本市の公共施設は、建築後３０年程度経過した施設

が多く」としてはどうか。 

意見のとおり修正したいと考えます。 

16 ・「（2）本市の公共施設の実情に応じた運営」について 

公共施設の中には、単に周辺地域の市民のみが利

用対象となっている施設ばかりではないく、例えば保育

所などは、勤務先や通勤経路の関係などにより保育所

を選択する場合があり、施設利用しているのは周辺市

民に限定されていません。このことから、周辺市民との

関係ではなく利用者との関係も明記すべきと考えます。 

 公共施設によって様々な利用がされており、その運営

については、利用者との関係に留意することは当然のこ

とであると考えています。ここでは、協働による公共サー

ビスを提供していく観点からは、地域に身近な施設につ

いては、周辺住民との信頼関係は重要であり、この点に

絞って考え方を明らかにしています。 

７ 

（２） 本市の公共施設の

実情に応じた運営 

17 ・文言修正 

「品質管理（モニタリング）の実行を確保し」を「品質管

理（モニタリング）の実効を確保し」もしくは「品質管理（モ

ニタリング）の実効性を確保し」としてはどうか。 

意見のとおり修正したいと考えます。 

18 ・「アプローチ」という表現について 

「アプローチ」とは「学問・研究などの、対象に接近す

ること。また、接近のしかた。研究法。」の意味であり、こ

の場合の表現には適していないように考える。 

意見のとおり、わかりにくい言葉であるため削除した

いと考えます。 

第４章 公民協働による

公共サービス提供を推

進するしくみ 

 

１．推進の考え方 

（１）今までの仕事のあり

方を変革する意識をも

つこと 

19 ・「減少する職員数」を前提とすることについて 

トレンドとして職員数が減少傾向にあることは事実で

あるが、「市民参画と協働のまちづくり基本条例」第８条

第２項の「市民ニーズに的確に対応できる体制」がどの

ような体制かを明らかにしたうえで、職員数が不足する

のであれば、補充する手立てを考えるなどすべきであ

り、職員の減少を前提とした考え方は改めるべきであ

る。 

「職員減少」のみを理由としているのではありません

が、これは、行政が抱える大きな課題であることも事実

です。市の財政状況やより効率的・効果的な行政運営

が求められている中で、団塊の世代の大量退職に対し

て、単に正規職員を補充するという考え方のみでは、市

民理解は得られないと考えています。必要な行政サービ

スを実施していくためには、人材は必要不可欠であるこ

とは、ご意見のとおりですが、このことを前提としつつ

も、質の高い市民サービスの提供するため創意工夫を

していく必要があると考えています。 

20 ・文言修正 

「公共サービス提供を効果的に進めるためのマネー

ジャー」を「公共サービス提供を効果的に進めるための

マネジメント」としてはどうか 

意見のとおり修正したいと考えます。 

８ 

（２）公民協働を推進する

知識や能力等を磨くこ

と 

21 ・文言修正 

「サービス確保のコントロールを行う役割」を「サービス

内容の確保のコントロールを行う役割」としてはどうか 

 「サービス内容の確保をコントロールする役割」に修正

したいと考えます。 



そ 

の 

他 

 22 ・行政の総合性、行政職員の人材育成の観点について 

従来は公共サービスの提供主体は行政のみであり、

それがゆえに、あらゆるサービス等を通じて市民生活や

地域社会の課題を行政が把握をし、分野ごとまたは分

野をまたいで課題の克服に努力をしてきていたのではな

いだろうか。これらは市民生活や地域社会全般に行政

自身がかかわる総合性（総合力）のもとでなしえてきたと

ころがあると考えられる。しかし、公共サービスの提供主

体や提供方法を変更するということは、これまで培って

きた行政の総合性が発揮できなくなることが考えられる

ことから慎重な検討が必要と考える。また、行政は公共

サービス（業務）や先に述べた総合性を通じたなかで人

材育成を行なっているのが実態であり、これらは単に研

修などだけで身につくものでもなく、実践や経験にもとづ

く蓄積が重要であったことからも、行政の人材育成の観

点からも慎重な検討が必要と考える。 

この方針は、行政を取り巻く従来までの環境の変化

（地域住民の価値観の多様化、行政のさまざまな資源

の制約など）により、今まで行ってきた行政サービスが、

従来の形態のまま継続することが困難になってきたとい

うことから、行政サービスの内容を維持していくため、

「協働」という概念にもとづき、従来とは異なった枠組み

で行政サービスを進めていくための方針です。ご意見の

とおり、行政の総合性、行政職員の人材育成の観点

は、行政の役割の変革の中で、どのように確保していく

かが重要であります。このことについて、基本方針で

は、第4章の中で述べています。 

 


